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令令和和  ７７  年年度度

桜桜  井井  市市  一一  般般  会会  計計  予予  算算





議案第　１　号

令令和和７７年年度度桜桜井井市市一一般般会会計計予予算算

　 令和７年度桜井市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

　　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25,880,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

　及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

　　（地　方　債）

第３条　地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

　度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。

　　（一時借入金）

第４条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000,000

　千円と定める。

　　（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流

　用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　（１）　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

　　　　における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

  令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日提出　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桜 井 市 長　    松松井井　　正正剛剛
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第 ー 表 歳 入 歳 出 予 算

歳入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 市 税 6,347,277 

l 市 民 税 2,791,521 

2 固 定 資 産 税 2,551,459 

3 軽 自 動 車 税 200,619 

4 市 た ば ` 税 354,589 
‘一

5 都 市 計 画 税 449,089 

2 地 方 譲 与 税 186,149 

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 34,000 

2 自 動 車 重 旦旱 譲 与 税 113,000 

3 森 林 環 境 譲 与 税 39,149 

3 利 子 割 交 付 金 5,000 

1 利 子 割 交 付 金 5,000 

4 配 当 割 交 付 金 89,000 

l 配 当 割 父' 付 金 89,000 

5 株式等譲渡所得割交付金 142,000 

1 株式等譲渡所得割交付金 142,000 

6 法 人 事 業 税 交 付 金 71,000 

l 法 人 事 業 税 交 付 金 71,000 

7 地 方 消 費 税 交 付 金 1,221,000 

1 地 方 硝 費 税 又六 付 金 1,221,000 

8 ゴルフ場利用税交付金 10,000 

1 ゴルフ場利用税交付金 10,000 

9 環 境 性 ムHヒl::i 割 父, 付 金 28,000 

1 環 境 性 能 割 交 付 金 28,000 

10 地 方 特 例 父, 付 金 69,000 

1 地 方 特 例 父' 付 金 69,000 

11 地 方 交 付 税 6,770,000 

1 地 方 父9. 付 税 6,770,000 

12 交通安全対策特別交付金 4,000 

1 交通安全対策特別交付金 4,000 

13 分 担 金 及 び 負 担 金 127,077 

1 分 担 金 2,575 

2 負 担 金 124,502 
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（単位：千円）

款 項 金 額

14 使 用 料 及 び 手 数 料 612,920 

1 使 用 料 252,713 

2 手 数 料 360,207 

15 国 庫 支 出 金 5,186,050 

1 国 庫 負 担 金 3,998,204 

2 国 庫 補 助 金 1, 167, 710 

3 国 庫 委 託 金 20,136 

16 県 支 出 金 1,997,807 

1 県 負 担 金 1,354,668 

2 県 補 助 金 495,495 

3 県 委 託 金 147,644 

17 財 産 収 入 22,744 

1 財 産 運 用 収 入 21,944 

2 財 産 売 払 収 入 800 

18 寄 附 金 252,700 

1 寄 附 金 252,700 

19 繰 入 金 934,234 

1 基 金 繰 入 金 912,986 

2 特 別 会 計 繰 入 金 21,248 

20 諸 収 入 724,172 

1 延滞金加算金及び過料 3,112 

2 貸 付 金 ] 利 収 入 112,850 

3 雑 入 488,110 

4 受 託 事 業 収 入 120, 100 

21 市 債 1,079,870 

1 市 債 1,079,870 

歳 入 合 計 25,880,000 
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歳出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 議 会 費 207,861 

1 議 会 費 207,861 

2 総 務 費 3,875,695 

1 総 務 血目 理 費 2,841,000 

2 徴 税 費 770,451 

3 戸籍住民某本台帳費 139,746 

4 選 挙 費 50,413 

5 統 計 調 査 費 46,064 

6 監 査 委 員 費 28,021 

3 民 生 費 10,548,907 

1 社 会 幅 祉 費 2,760,668 

2 人 権 施 策 推 進 費 123,769 

3 児 土旱 福 祉 費 4,704,437 

4 生 活 保 護 費 1,739,746 

5 高. 齢 幅 祉 費 1,187,907 

6 災 害 救 助 費 3,635 

7 国 民 年 金 事 務 費 28,745 

4 衛 生 費 2,488,371 

1 保 健 衛 生 費 619,607 

2 清 掃 費 1,868,764 

5 農 林 業 費 314,678 

1 農 業 費 258,369 

2 林 業 費 56,309 

6 商 工 費 428,909 

l 商 工 費 428,909 

7 士 木 費 1,115,358 

1 土 木 硲目 理 費 93,565 

2 道 路 橋 籾木ヽ 費 503,636 

3 河 JI I 費 39,388 

4 都 市 計 画 費 266,087 

5 住 宅 費 212,682 

8 消 防 費 900,725 

1 消 防 費 900,725 
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（単位：千円）

款 項 金 額

9 教 コ目 費 2,364,396 

1 教 六目 総 務 費 426,473 

2 小 巫子 校 費 221, 110 

3 中 } 子 校 費 114,830 

4 幼 稚 園 費 464,480 

5 社 会 教 本目 費 524,615 

6 保 健 体 云目 費 612,888 

10 災 害 復 旧 費 24,287 

1 農林業施設災害復旧費 5,550 

2 公共士木施設災害復旧費 18,737 

11 公 債 費 1,862,360 

1 公 債 費 1,862,360 

12 諸 支 出 金 1,738,453 

1 繰 出 金 1, 277, 115 

2 公 営 企 業 費 461,338 

13 予 備 費 10,000 

1 予 備 費 10,000 

威9 • 出 合 計 25,880,000 



第２表　　債 務 負 担 行 為　

事                項 期        間 限   度   額

一 般 財 団 法 人 桜 井 市 清 掃 公 社 の 金 融

令 和 7 年 度 100,000
機 関 か ら の 融 資 に 対 す る 損 失 補 償

奈 良 交 通 広 域 路 線 バ ス

天 理 桜 井 線 令 和 8 年 度

運 行 維 持 負 担 金

奈 良 交 通 広 域 路 線 バ ス

桜 井 菟 田 野 線 令 和 8 年 度

運 行 維 持 負 担 金

奈 良 交 通 広 域 路 線 バ ス

桜 井 飛 鳥 線 令 和 8 年 度

運 行 維 持 負 担 金

令和8年度

公 用 車 車 両 管 理 業 務 委 託 料 ～ 8,872

令和10年度

ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド 接 続 回 線 料 令 和 8 年 度 787

ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド ネ ッ ト ワ ー ク

令 和 8 年 度 2,904

運 用 補 助 委 託 料

令和8年度

業 務 系 シ ス テ ム 使 用 料 ～ 463,212

令和11年度

窓 口 支 援 シ ス テ ム 使 用 料 令 和 8 年 度 3,937

令和8年度

公 会 計 電 子 決 裁 シ ス テ ム 使 用 料 ～ 2,376

令和9年度

令和8年度

議 事 録 作 成 支 援 シ ス テ ム 使 用 料 ～ 4,752

令和12年度

令和8年度

LGWAN 接 続 機 器 借 上 料 ～ 1,084

令和12年度

統 合 仮 想 基 盤 リ ソ ー ス 令和8年度

～ 25,974

増 設 機 器 借 上 料 令和12年度

千円

令和7年10月から令和8年9月まで
の天理桜井線の市を跨ぐ運行系
統における市町村負担欠損額の
38.3%に相当する額および市内の
みの運行系統における市負担欠
損額の合計額

令和7年10月から令和8年
9月までの桜井菟田野線の
市町村負担欠損額の
61.1％に相当する額

令和7年10月から令和8年
9月までの桜井飛鳥線の市
町村負担欠損額の92.9％
に相当する額
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事                項 期        間 限   度   額

コ ン ビ ニ 交 付 シ ス テ ム 令和8年度

～ 29,057

ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 利 用 料 令和11年度

統 計 調 査 支 援 シ ス テ ム

令 和 8 年 度 102

賃 借 料 及 び 保 守 料

令和8年度

障 害 福 祉 シ ス テ ム 保 守 委 託 料 ～ 28,869

令和11年度

第 3 次 さ く ら い 男 女 共 同 参 画 プ ラ ン ２ １

令 和 8 年 度 4,000

計 画 策 定 委 託 料

公 立 保 育 所 ・ 幼 稚 園 ・ 学 童 保 育 所 令和8年度

～ 15,675

照 明 灯 借 上 料 令和12年度

こ ど も 計 画 策 定 業 務 委 託 料 令 和 8 年 度 3,900

認 定 こ ど も 園 設 計 業 務 委 託 料 令 和 8 年 度 83,960

令和8年度

空 調 保 守 委 託 料 ～ 184

令和9年度

令和7年度

指 定 収 集 袋 購 入 費 ～ 35,000

令和8年度

令和8年度

指 定 収 集 袋 保 管 ・ 配 送 等 業 務 委 託 料 ～ 18,723

令和10年度

令和8年度

出 退 勤 シ ス テ ム 借 上 料 ～ 3,048

令和12年度

第 3 次 環 境 基 本 計 画 ・ 地 球 温 暖 化 対 策 令和7年度

～ 10,000

実 行 計 画 策 定 委 託 料 令和8年度

令和7年度

春 季 河 川 清 掃 業 務 委 託 料 ～ 14,089

令和8年度
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事                項 期        間 限   度   額

令和7年度

塵 芥 収 集 車 購 入 費 ～ 21,825

令和8年度

一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 令和7年度

～ 33,000

中 央 監 視 装 置 更 新 費 令和8年度

ま ほ ろ ば セ ン タ ー 令和8年度

～ 1,320

空 調 保 守 委 託 料 令和11年度

令和8年度

地 籍 調 査 シ ス テ ム 借 上 料 ～ 4,675

令和12年度

桜 井 駅 南 口 広 場 再 整 備

令 和 8 年 度 13,343

基 本 計 画 策 定 業 務 委 託 料

令和8年度

児 童 ・ 生 徒 タ ブ レ ッ ト 端 末 機 器 借 上 料 ～ 110,733

令和12年度

令和8年度

小 中 学 校 印 刷 環 境 設 備 使 用 料 ～ 60,950

令和12年度

令和7年度

小 中 学 校 校 舎 照 明 灯 借 上 料 ～ 170,000

令和12年度

国 ス ポ ・ 全 ス ポ 開 催 に 伴 う 令和7年度

～ 13,500

体 育 施 設 更 新 基 本 構 想 策 定 委 託 料 令和8年度
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第３表　地　方　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

５ ． ０ ％
以 内

デ ジ タ ル 推 進 事 業 10,100 同 上 同 上 同 上

防 災 施 設 整 備 事 業 406,200 同 上 同 上 同 上

保 育 施 設 整 備 事 業 9,200 同 上 同 上 同 上

子育て施設整備事業 38,200 同 上 同 上 同 上

高 齢 者 福 祉 施 設 等
整 備 事 業

9,100 同 上 同 上 同 上

清 掃 運 搬 施 設 等
整 備 事 業

13,000 同 上 同 上 同 上

ご み 処 理 施 設 等
整 備 事 業

153,100 同 上 同 上 同 上

農業用施設整備事業 4,300 同 上 同 上 同 上

銀 行 等 資 金 借 換 債 44,270 同 上 同 上 同 上

道 路 整 備 事 業 250,300 同 上 同 上 同 上

河 川 等 整 備 事 業 32,100 同 上 同 上 同 上

都 市 公 園 整 備 事 業 23,000 同 上 同 上 同 上

公営住宅等整備事業 23,500 同 上 同 上 同 上

消 防 施 設 整 備 事 業 3,100 同 上 同 上 同 上

教 育 施 設 整 備 事 業 24,100 同 上 同 上 同 上

文 化 財 公 有 化 事 業 8,000 同 上 同 上 同 上

農 林 業 施 設
災 害 復 旧 事 業

5,000 同 上 同 上 同 上

公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 事 業

10,900 同 上 同 上 同 上

災害援護資金貸付事業 3,500 同 上 無 利 子 ３ 年 据 置 ８ 年 償 還

計 1,079,870

千円

政府資金については、その
融通条件により、銀行その
他の場合には、その債権者
との協定による。ただし市財
政の都合により据置期限及
び償還期限を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利に借
換えすることができる。

市有施設等整備事業 8,900
普 通 貸 借 又 は
証 券 発 行

(ただし、利率見直
し方式により当該利
率の見直しを行っ
た後においては、見
直し後の利率とす
る。)
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令令和和  ７７  年年度度

桜桜井井市市住住宅宅新新築築資資金金等等貸貸付付金金特特別別会会計計予予算算





議案第　２　号

令令和和７７年年度度桜桜井井市市住住宅宅新新築築資資金金等等貸貸付付金金特特別別会会計計予予算算

　 令和７年度桜井市の住宅新築資金等貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,400千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

  令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日提出　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桜 井 市 長　    松松井井　　正正剛剛
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第
ー

表 歳 入 歳 出 予 算

歳入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 県 支 出 金 260 

1 県 補 助 金 260 

2 諸 収 入 2,140 

1 貸 付 金 冗 利 収 入 2,140 

」威 入 合 計 2,400 
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歳出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 住宅新築資金等貸付事業費 2,400 

1 総 務 応目 理 費 2,400 

威,F 出 合 計 2,400 
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令令和和  ７７  年年度度

桜桜井井市市国国民民健健康康保保険険特特別別会会計計予予算算





議案第　３　号

令令和和７７年年度度桜桜井井市市国国民民健健康康保保険険特特別別会会計計予予算算

　 令和７年度桜井市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,105,848千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　　（一時借入金）

第２条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000

　千円と定める。

　　（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

　することができる場合は、次のとおりと定める。

　 （１）　第２款保険給付費に計上した各項に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

       款内でのこれらの経費の各項の間の流用

  令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日提出　　　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桜 井 市 長　    松松井井　　正正剛剛
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表 歳 入 歳 出 予 算

歳入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 国 民 健 康 保 険 税 1,095,334 

1 国 民 健 康 保 険 税 1,095,334 

2 使 用 料 及 び 手 数 料 303 

1 手 数 料 303 

3 県 支 出 金 4,657,786 

1 県 補 助 金 4,657,785 

2 財 政 安 定 化 基 金 1 

4 財 産 収 入 1 

1 財 産 運 用 収 入 1 

5 繰 入 金 333,691 

1 - 般 会 計 繰 入 金 313,691 

2 基 金 繰 入 金 20,000 

6 諸 収 入 17,207 

1 延 滞 金 及 び 過 料 5,001 

2 市 預 金 利 子 1 

3 雑 入 12,205 

7 国 庫 支 出 金 54 

1 国 庫 補 助 金 54 

8 連 合 会 支 出 金 1,472 

1 連 ^ ロ
ム本 補 助 金 1,472 

歳 入 合 計 6,105,848 
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歳出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 総 務 費 88,345 

1 総 務 応目 理 費 73,483 

2 徴 税 費 14,666 

3 運 営 協 議 会 費 196 

2 保 険 給 付 費 4,601,329 

1 療 餐 諸 費 3,962,955 

2 高 額 療 養 費 612,564 

3 移 送 費 200 

4 出 産 ヲ目 ノIBし 諸 費 22,510 

5 葬 祭 諸 費 3,000 

6 傷 病 手 当 諸 費 100 

3 国民健康保険事業費納付金 1,338,283 

1 医 療 給 付 費 分 874,747 

2 後期高齢者支援金等分 349,288 

3 介 護 納 付 金 分 114,248 

4 財政安定化基金拠出金 1 

l 財政安定化基金拠出金 1 

5 保 健 事 業 費 67,667 

1 保 健 事 業 費 7,227 

2 特定健康診査等事業費 60,440 

6 基 金 積 立' 金 1 

1 基 金 積 上, 金 1 

7 公 債 費 1 

1 公 債 費 1 

8 諸 支 出 金 8,221 

1 償還金利子及び還付加算金 8, 121 

2 延 滞 金 100 

9 予 備 費 2,000 

1 予 備 費 2,000 

歳 出 合 計 6,105,848 
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令令和和  ７７  年年度度

桜桜井井市市駐駐車車場場事事業業特特別別会会計計予予算算





議案第　４　号

令令和和７７年年度度桜桜井井市市駐駐車車場場事事業業特特別別会会計計予予算算

　 令和７年度桜井市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ36,585千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

  令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日提出　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桜 井 市 長　    松松井井　　正正剛剛
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表 歳 入 歳 出 予 算

歳入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 使 用 料 及 び 手 数 料 36,585 

1 使 用 料 36,585 

威＇ト 入 合 計 36,585 
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歳出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 駐 車 場 費 36,585 

l 駐 車 場 費 36,585 

威,F 出 合 計 36,585 
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令令和和  ７７  年年度度

桜桜井井市市介介護護保保険険特特別別会会計計予予算算





議案第　５　号

令令和和７７年年度度桜桜井井市市介介護護保保険険特特別別会会計計予予算算

　 令和７年度桜井市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,588,563千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

　及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

  令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日提出　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桜 井 市 長　    松松井井　　正正剛剛
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表 歳 入 歳 出 予 算

歳入 （単位：千円）

款 項 金 額

l 保 険 料 1,332,241 

1 介 護 保 険 料 1,332,241 

2 使 用 料 及 び 手 数 料 273 

1 手 数 料 273 

3 国 庫 支 出 金 1,565,766 

1 国 庫 負 担 金 1,145,628 

2 国 庫 補 助 金 420,138 

4 支 払 基 金 父, 付 金 1,737,813 

1 支 払 某 金 父, 付 金 1,737,813 

5 県 支 出 金 918,363 

1 県 負 担 金 890,682 

2 県 補 助 金 27,681 

6 繰 入 金 1,033,707 

1 - 般 会 計 繰 入 金 972,707 

2 基 金 繰 入 金 61,000 

7 諸 収 入 400 

1 延滞金加算金及び過料 100 

2 雑 入 300 

威,F 入 合 計 6,588,563 
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歳出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 総 務 費 88,602 

1 総 務 応目 理 費 13, 129 

2 徴 収 費 5,374 

3 介 護 認 定 審 査 費 66,650 

4 事 業 計 画 策 定 費 3,449 

2 保 険 給 付 費 6,265,573 

l 給 付 諸 費 6,265,573 

3 地 域 支 援 事 業 費 203,692 

1 地 域 支 援 事 業 費 203,692 

4 保 健 福 祉 事 業 費 8,448 

1 保 健 福 祉 事 業 費 8,448 

5 諸 支 出 金 22,248 

1 償逮金及び逮付加算金 1,000 

2 繰 出 金 21,248 

歳 出 合 計 6,588,563 



第２表　　債 務 負 担 行 為　

事                項 期        間 限   度   額

介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 託 料 令 和 8 年 度 4,881

千円

−26−



令令和和  ７７  年年度度

桜桜井井市市後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計予予算算





議案第　６　号

令令和和７７年年度度桜桜井井市市後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計予予算算

　 令和７年度桜井市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,109,345千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

  令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日提出　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桜 井 市 長　    松松井井　　正正剛剛
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表 歳 入 歳 出 予 算

歳入 （単位：千円）

款 項 金 額

1 後期高齢者医療保険料 840,207 

1 後期高齢者医療保険料 840,207 

2 使 用 料 及 び 手 数 料 100 

1 手 数 料 100 

3 繰 入 金 267,078 

1 - 般 会 計 繰 入 金 267,078 

4 諸 収 入 1,960 

1 延滞金加算金及び過料 110 

2 償還金及び還付加算金 1,007 

3 雑 入 843 

歳 人 合 計 1,109,345 
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歳出 （単位：千円）

款 項 金 額

1 総 務 費 13,743 

1 総 務 応目 理 費 9,419 

2 保 険 料 徴 収 費 4,324 

2 奈良県後期高齢者医療広域連合納付金 1,093,687 

l 奈良県後期高齢者医療広域連合納付金 1,093,687 

3 諸 支 出 金 1,615 

1 償還金及び還付加算金 1,615 

4 予 備 貨 300 

1 予 備 費 300 

威, .... 出 合 計 1,109,345 




